
第1章
P.216

もっと

詳しく
！

	 13（平成25）年12月に策定された「国家安全保障戦略」は、平和
国家としての歩みの堅持と国際協調主義に基づく積極的平和主義
の立場から、わが国の安全及びアジア太平洋地域の平和と安定を
実現しつつ、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保に、これまで以
上に積極的に寄与していくことを国家安全保障の基本理念として
明示

国家安全保障戦略
国際協調主義に基づく積極的平和主義� ▲

P.217

戦略、防衛大綱、中期防及び年度予算の関係

国家安全保障戦略

防衛計画の大綱

中期防衛力整備計画

年度予算

戦略を踏まえ策定

示された防衛力の
目標水準の達成

予算となり、事業
として具体化

外交政策及び防衛政策を中心とした
国家安全保障の基本方針
（おおむね10年程度の期間を念頭）

情勢などを踏まえて精査のうえ、
各年度毎に必要な経費を計上

防衛力のあり方と保有すべき防衛力
の水準を規定
（おおむね10年程度の期間を念頭）

5年間の経費の総額（の限度）と主要
装備の整備数量を明示

2章
P.218

もっと

詳しく
！

	 国家安全保障戦略を踏まえて13（平成25）年12月に策定された現行の防衛計画の大綱は、以下の事項を重視1

防衛計画の大綱など
防衛計画の大綱・中期防衛力整備計画� ▲

P.218、225

	 現行の中期防衛力整備計画が平成30（2018）年度で期限を迎えることを踏まえ、大綱見直しについても平成30（2018）
年末を目指して検討

	 これは、わが国を取り巻く厳しい現実に真正面から向き合い	、従来の延長線上ではなく国民を守るために真に必要な防
衛力のあるべき姿を考える必要性があることを踏まえたもの

	 今般の見直しに当たっては、防衛力の「質」及び「量」を必要かつ十分に確保することが不可欠
	 また、宇宙空間やサイバー空間など、新たな領域の活用が死活的に重要になっていることを踏まえれば、陸・海・空という、
従来からの区分で発想するだけでは不十分であり、新たな領域における能力向上に本格的に取り組んでいくことが必要

1

2

3

防衛計画の大綱の見直しなど� ▲

P.222

各種事態における実効的な抑止及び対処
①周辺海空域における安全確保　　②島嶼部に対する攻撃への対応　　③弾道ミサイル攻撃への対応
④宇宙空間及びサイバー空間における対応　　⑤大規模災害などへの対応

アジア太平洋地域の安定化及びグローバルな安全保障環境の改善
①訓練・演習の実施　　　②防衛協力・交流の推進　　　③能力構築支援の推進
④海洋安全保障の確保　　⑤国際平和協力活動の実施　　⑥軍備管理・軍縮及び不拡散の努力への協力

	 また、13（平成25）年12月に防衛大綱に基づき策定された現行の中期防衛力整備計画（平成26年度～平成30年度）
は、基幹部隊の見直し、自衛隊の能力などに関する主要事業、主要装備品の整備規模、所要経費などについて規定

2
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第2章平成30年度の防衛力整備

防衛関係費

P.227
もっと

詳しく
！

	 平成30（2018）年度は、現行の防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画の最終年度として、以下の事業を含む防衛力
整備を着実に実施

	 平成30（2018）年度は、一層厳しさを増す安全保障環境を踏まえ、国民の生命・財産とわが国の領土・領海・領空を
守る態勢を強化するため、防衛関係費を平成29年度に引き続き増額（昨年度比0.8％増、4兆9,388億円）

平成30年度の防衛力整備の主要事業

イージス・アショア
陸上配備型イージス・システム（イージ
ス・アショア）の整備に着手（基本設計、
地質測量等調査の実施）

スタンド・オフ・ミサイル（JSM） 
（イメージ）
隊員の安全を確保しつつ相手の攻撃が届
かないところ（スタンド・オフ）から相
手を攻撃できるミサイルを導入

30年度護衛艦（3,900トン）（イメージ）
多様な任務への対応能力の向上と船体の
コンパクト化を両立した新型護衛艦を建造

島嶼防衛用高速滑空弾の 
要素技術の研究（イメージ）
島嶼防衛のための島嶼間射撃を可能とす
る、高速で滑空し、目標に命中する島嶼防
衛用高速滑空弾の要素技術の研究を実施

島嶼防衛用新対艦誘導弾の 
要素技術の研究（イメージ）
現有の対艦ミサイルの射程及び残存性の
向上を目的として、新たな島嶼防衛用対
艦誘導弾の要素技術の研究を実施

SM-3ブロックⅡA
防護範囲の拡大やロフテッド軌道で飛来
する弾道ミサイルへの対応などのために
必要な性能を有するSM-3ブロックⅡA
を取得

過去15年間の防衛関係費（当初予算）の推移
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（注）上記の計数は、SACO関係経費、米軍再編関係経費のうち地元負担軽減分及び新たな政府専用機導入に伴う経費を含まない。これらを含めた防衛
関係費の総額は、16年度は49,026億円、17年度は48,560億円、18年度は48,136億円、19年度は48,013億円、20年度は47,796億円、
21年度は47,741億円、22年度は47,903億円、23年度は47,752億円、24年度は47,138億円、25年度は47,538億円、26年度は48,848
億円、27年度は49,801億円、28年度は50,541億円、29年度は51,251億円、30年度は51,911億円になる。

48,607

48,996
49,388
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平和安全法制は、平和安全法制整備法と国際平和支援法の2法から構成され、15（平成27）年9月に可決・成立し、
16（平成28）年3月に施行

平和安全法制などの整備と
施行後の自衛隊の活動状況など P.234

もっと

詳しく
！ 第3章

	 平和安全法制の整備によって新たに可能となった事項を含め、各種事態などにおける政府としての対応の枠組みや主な
自衛隊の行動などの全体像については次のとおり

平和安全法制施行後の自衛隊の行動などに関する枠組み� ▲

P.237

平和安全法制に関する訓練の実施状況
	 平和安全法制施行後、防衛省・自衛隊は、新たな任務に関する各種の訓練などを実施。過去概ね1年間に実施された各

種訓練の主な実績については以下のとおり
	 ●		米軍等の武器等防護の規定に基づく米艦艇の防護に

関する訓練（17（平成29）年7月）
	 ●		多国間共同訓練「カーン・クエスト17」における国

連平和維持活動に関する訓練（17（平成29）年7～
8月）

	 ●		在外邦人等の保護措置に関する統合訓練（17（平成
29）年9～10月及び12月）

	 ●		多国間共同訓練「コブラ・ゴールド18」における在
外邦人等の保護措置などに関する訓練（18（平成
30）年1～2月）

米軍等の部隊の武器等防護の運用
	 17（平成29）年には米艦艇・航空機の警護を各1回実

施

平和安全法制の施行後の自衛隊の活動状況など� ▲

P.254

区分 自衛隊の行動類型など

武力攻撃事態及び存立危機事態 防衛出動

重要影響事態 後方支援活動、捜索救助活動、船舶検査活動

公共の秩序の維持や
武力攻撃に至らない侵害への対処など

治安出動、海上警備行動、海賊対処行動、弾道ミサイル等に対する破壊措置、領空侵犯に対する措置、
在外邦人等の保護措置・輸送、米軍等の部隊の武器等の防護、米軍に対する物品役務の提供　など

国際社会の平和と安定への貢献
国際平和共同対処事態への対応（協力支援活動、捜索救助活動、船舶検査活動）
国際平和協力業務（国連PKOや国際連携平和安全活動の実施）
国際緊急援助活動

自衛隊の主な行動など	 （赤字は平和安全法制の整備において改正等されたもの）

国内における在外邦人等の保護措置に関する統合訓練
（17（平成29）年12月）
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日米安全保障体制 P.258
もっと

詳しく
！ 第4章

	 日米安保体制を中核とする日米同盟は、わが国のみならず、アジア
太平洋地域、更には世界全体の安定と平和のための「公共財」として
機能

	 わが国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、アジア太平
洋地域への関与及びプレゼンスの維持・強化を進めている米国との
間で、日米同盟を強化していくことは、わが国の安全の確保にとっ
てこれまで以上に重要

1

2

日米首脳会談においてトランプ米大統領と握手を交わす安倍内
閣総理大臣（17（平成29）年11月）【内閣広報室提供】

同盟強化の基盤となる取組 P.260
もっと

詳しく
！ 第4章

	 15（平成27）年4月に策定された「日米防衛協力のための指針」（ガイドライン）では、「日本の平和及び安全の切れ目
のない確保」「地域及びグローバルな平和と安全のための協力」「宇宙及びサイバー空間に関する協力」などについて	
明記

	 両国は、ガイドラインに基づき、共同訓練・演習及び共同の情報収集・警戒監視・偵察（ISR）活動の拡大、それらの活
動の拠点となる両国の施設・区域の共同使用の拡大を引き続き推進

1

2

同盟強化の主な取組� ▲

P.265

日米安全保障協議委員会（「2＋2」）
	 17（平成29）年8月17日、ワシントンDCにおいて、「2＋2」を開

催し、日米同盟を更に強化する意図を確認するとともに、同盟がア
ジア太平洋地域の平和と安全の基礎であり続ける旨確認

日米防衛相会談
	 直近の日米防衛相会談においては、主として次のような点を確認
	 ●		北朝鮮による全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイ

ルの完全な、検証可能な、かつ不可逆的な廃棄に向け、日米が緊密
に連携

	 ●		東シナ海の情勢を引き続き注視し、その平和と安定のため、日米が
協力

	 ●		南シナ海の情勢を踏まえ、日米が連携して東南アジア諸国との防
衛協力を推進

	 ●		米軍の安全な運用の確保や沖縄を含む地元の理解を得る取組につ
いて協力

	 ●		FMSに関わる諸課題の改善などについても引き続き協力

日米間の政策協議� ▲

P.273

「2＋2」における、（左から）小野寺防衛大臣、河野外務大臣、ティ
ラソン米国務長官（当時）及びマティス米国防長官

（17（平成29）年8月）

市ヶ谷に展開中の空自PAC-3部隊を視察する 
ペンス米副大統領と小野寺防衛大臣（18（平成30）年2月）
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在日米軍の駐留 P.281
もっと

詳しく
！ 第4章

	 日米同盟が、わが国の防衛やアジア太平洋地域の平和
と安定に寄与する抑止力として十分に機能するために
は、在日米軍のプレゼンスの確保や、緊急事態に迅速か
つ機動的に対応できる態勢の確保などが必要

	 このため、わが国は、日米安保条約に基づいて米軍の駐
留を認めており、在日米軍の駐留は、日米安保体制の中
核的要素

1

2

在日米軍の駐留の意義� ▲

P.281

	 わが国における在日米軍施設・区域（専用施設）のうち、面積にして、約70％が沖
縄に集中し、沖縄本島の面積の約14％を占めており、引き続き負担の軽減について
最大限努力する必要

	 沖縄の負担軽減については、安全保障上の観点を踏まえつつ、嘉手納飛行場以南の
土地の返還、沖縄に所在する兵力の削減とグアムへの移転、米海兵隊オスプレイの
訓練移転などを推進

	 普天間飛行場の移設は、米軍の抑止力を維持しながら、同時に、同飛行場の危険性の一
刻も早い除去を図るための唯一の解決策であり、その実現に向けて政府を挙げて推進

	 駐留軍用地の返還に関する主な進捗は、以下のとおり
	 ●		15（平成27）年3月：キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）（約51ヘクタール）が返還	

同返還地については、18（平成30）年3月に土壌汚染調査などを講じたうえで土地所有者へ引渡し
	 ●		16（平成28）年12月：本土復帰後最大の返還となった北部訓練場の過半の土地（約4,000ヘクタール）の返還	

同返還地については、17（平成29）年12月に土壌汚染調査などを講じたうえで土地所有者へ引渡し
	 ●	17（平成29）年7月：普天間飛行場の一部土地（市道宜野湾11号線用地4ヘクタール）が返還
	 ●	18（平成30）年3月：牧港補給地区の一部土地（国道58号拡幅用地約3ヘクタール）が返還

1

2

3

4

沖縄における在日米軍の駐留� ▲

P.284

	 在日米軍の運用に当たって、地域住民の方々の安全確保は大前提であり、事件・事故は、あってはならないものであ
り、日米両国は安全の確保を最優先の課題として協力

在日米軍施設・区域がもたらす影響の緩和に関する施策� ▲

P.305

沖縄在日米軍施設・区域（専用施設）の件数及び面積の推移
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訓練移転として、国内における米海
兵隊との実動訓練（フォレストライ
ト02）の際、演習場（宮城県）に着
陸する米海兵隊オスプレイ（18（平

成30）年2月）【米国防省提供】

	 沖縄を除く地域においても、米軍の抑止力を維持しつつ、地元負担の軽減を図り、在
日米軍の安定的な駐留を確保する施策を実施。在日米軍施設・区域の整理や在日米
軍再編などを継続。17（平成29）年8月には、第5空母航空団の厚木飛行場から岩
国飛行場への移駐を開始し、18（平成30）年3月に移駐が完了

沖縄を除く地域における在日米軍の駐留� ▲

P.299

岩国飛行場に移駐されたFA-18
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